
一

（
二
五
五
）

（
第
十
六
部　
第
二
類
）

第
二
百
八
回

国　
　
　
会

参
議
院
議
院
運
営
委
員
会
図
書
館
運
営
小
委
員
会
会
議
録
第
一
号

令
和
四
年
五
月
二
十
日（
金
曜
日
）

　
　
　
午
後
零
時
十
五
分
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

令
和
四
年
一
月
十
七
日
議
院
運
営
委
員
長
に
お
い
て
本
小

委
員
を
左
の
と
お
り
指
名
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
島　
　
潔
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
見
は
な
こ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
野
光
二
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内　
　
功
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
田　
顕
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
立　
昇
治
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
川　
る
い
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜　
博
行
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
田　
国
義
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川　
沙
織
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野　
義
博
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田　
博
昭
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
野　
喜
史
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東　
　
　
徹
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
林　
明
子
君

同
日
議
院
運
営
委
員
長
は
左
の
者
を
小
委
員
長
に
指
名
し

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜　
博
行
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
小
委
員
長
の
異
動

　
三
月
十
一
日
小
委
員
長
長
浜
博
行
君
は
委
員
を
辞
任
し

　
た
。

　
三
月
十
七
日
議
院
運
営
委
員
長
に
お
い
て
長
浜
博
行
君

　
を
小
委
員
長
に
選
任
し
た
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
小
委
員
の
異
動

　
一
月
十
九
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
林　
明
子
君

　
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内　
　
功
君

　
二
月
九
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
見
は
な
こ
君

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
川　
る
い
君

　
二
月
十
四
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田　
博
昭
君

　
二
月
二
十
四
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
田　
顕
子
君

　
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野　
義
博
君

　
三
月
十
一
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜　
博
行
君

　
三
月
十
七
日

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜　
博
行
君

　
四
月
二
十
二
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東　
　
　
徹
君

　
五
月
二
十
日

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤　
　
啓
君

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
自
見
は
な
こ
君

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内　
　
功
君

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
本
田　
顕
子
君

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
河
野　
義
博
君

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田　
博
昭
君

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
東　
　
　
徹
君

　
　
　
　
補
欠
選
任　
　
　
　
　
　
　
　
倉
林　
明
子
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
小
委
員
長　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜　
博
行
君

　
　
　
　
小
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
島　
　
潔
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤　
　
啓
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
見
は
な
こ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
野
光
二
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内　
　
功
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
田　
顕
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
立　
昇
治
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
田　
国
義
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川　
沙
織
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野　
義
博
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田　
博
昭
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
野　
喜
史
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東　
　
　
徹
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
林　
明
子
君

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
事
務
総
長　
　
　
　
　
岡
村　
隆
司
君

　
　
　
　
　
　
　
事
務
次
長　
　
　
　
　
小
林　
史
武
君

　
　
　
　
　
　
　
委
員
部
長　
　
　
　
　
大
蔵　
　
誠
君

　
　
　
国
立
国
会
図
書
館
側

　
　
　
　
　
　
　
館
長　
　
　
　
　
　
　
吉
永　
元
信
君

　
　
　
　
　
　
　
総
務
部
長　
　
　
　
　
山
地　
康
志
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件

○
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
出
版
物
の
納
入
に
関
す
る

　
規
程
及
び
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

　
料
の
記
録
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件

○
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
小
委
員
長（
長
浜
博
行
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
図
書
館
運

営
小
委
員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

　
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
、
国

立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
出
版
物
の
納
入
に
関
す
る
規
程

及
び
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
記

録
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
及
び
国
立
国

会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
を
議
題
と

い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
図
書
館
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

　
第
一
に
、
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
改
正
に
関
す

る
件
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
及
び
地
方
税
共
同
機
構
の
設
立
に
伴
い
、
国

立
国
会
図
書
館
へ
の
出
版
物
の
納
入
義
務
に
関
す
る
規
定

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
私
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を

通
じ
て
発
信
す
る
図
書
又
は
逐
次
刊
行
物
に
相
当
す
る
オ

ン
ラ
イ
ン
資
料
の
う
ち
、
有
償
で
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ

れ
、
又
は
送
信
さ
れ
る
も
の
及
び
技
術
的
制
限
手
段
が
付

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
国
立
国
会
図
書
館
へ
の

提
供
義
務
を
課
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
二
に
、
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
出
版
物
の
納
入

に
関
す
る
規
程
及
び
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
資
料
の
記
録
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る

件
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
た
だ
い
ま
御
説
明
い
た
し

ま
し
た
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
三
に
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
改
正
に

関
す
る
件
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
電
子
情
報
に
係
る

文
言
の
整
理
な
ど
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
よ
ろ
し
く
御
協
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
小
委
員
長（
長
浜
博
行
君
）　
そ
れ
で
は
、
三
件
に
つ
き

第
十
六
部
第
二
類　
　
議
院
運
営
委
員
会
図
書
館
運
営
小
委
員
会
会
議
録
第
一
号　
令
和
四
年
五
月
二
十
日　
【
参
議
院
】



二

第
十
六
部
第
二
類　
　
議
院
運
営
委
員
会
図
書
館
運
営
小
委
員
会
会
議
録
第
一
号　
令
和
四
年
五
月
二
十
日　
【
参
議
院
】

電
子
書
籍
、
電
子
雑
誌
の
安
定
的
な
収
集
を
図
る
と
と
も

に
、
そ
の
検
索
を
広
く
容
易
に
行
え
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

整
備
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
基
盤
の
拡
充
に
よ
り
、
国
会

サ
ー
ビ
ス
を
一
層
充
実
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
視
覚
障
害

な
ど
の
理
由
で
読
書
に
困
難
が
あ
る
方
の
た
め
に
読
書
バ

リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進
な
ど
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

○
吉
川
沙
織
君　
今
後
五
年
間
で
重
点
的
に
や
っ
て
い
た

だ
け
る
と
い
う
こ
と
と
、
テ
キ
ス
ト
を
デ
ー
タ
化
し
て
い

た
だ
い
て
ま
た
検
索
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

学
生
や
研
究
者
か
ら
と
っ
て
み
て
も
非
常
に
有
り
難
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
約
二
十
年
前
、
会
社
員
と

し
て
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
き
な
が
ら
学
位
を
取
得
し
た
と
き

に
、
実
際
に
国
立
国
会
図
書
館
に
関
西
か
ら
足
を
運
ん
で

原
典
の
資
料
に
当
た
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
見
て
も
、
今
回
は
本
当
に
大
き

な
改
正
で
あ
り
ま
す
し
、
昨
日
か
ら
始
ま
っ
た
サ
ー
ビ
ス

は
本
当
に
有
益
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
、
国
立
国
会

図
書
館
お
世
話
に
な
る
こ
と
た
く
さ
ん
あ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
立
法
府
の
一
員
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
法
改
正
等
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
東
徹
君　
日
本
維
新
の
会
の
東
徹
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
か
ら
も
、
今
回
、
国
立
国
会
図
書
館
法
の
法
改
正
を

す
る
図
書
小
委
員
会
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
き
ち
ん
と
議

事
録
は
残
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
公
開
す
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
を
最
初
に
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
そ
の
上
で
、
今
回
の
法
案
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
民

間
発
行
の
電
子
書
籍
や
電
子
雑
誌
の
う
ち
、
有
償
又
は
Ｄ

Ｒ
Ｍ
、
デ
ジ
タ
ル
・
ラ
イ
ツ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
著
作
権

保
護
の
目
的
で
利
用
や
複
製
を
制
限
す
る
技
術
、
こ
う

い
っ
た
も
の
が
付
さ
れ
た
も
の
も
収
集
の
対
象
に
な
る
と

ど
、
合
わ
せ
て
約
百
五
十
二
万
点
の
資
料
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

○
吉
川
沙
織
君　
百
五
十
二
万
点
と
い
う
こ
と
で
し
た

が
、
今
後
こ
れ
は
拡
大
す
る
の
か
ど
う
か
、
教
え
て
く
だ

さ
い
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
現
在
、
令
和
二

年
度
及
び
令
和
三
年
度
の
補
正
予
算
で
措
置
し
て
い
た
だ

い
た
デ
ジ
タ
ル
化
予
算
に
よ
り
、
昭
和
四
十
四
年
、
一
九

六
九
年
か
ら
、
昭
和
六
十
二
年
、
一
九
八
七
年
に
国
内
で

刊
行
さ
れ
た
図
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
て
お
り
、
令
和

五
年
以
降
、
準
備
が
整
い
次
第
、
送
信
対
象
資
料
に
追
加

し
て
い
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
吉
川
沙
織
君　
今
後
追
加
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
っ
て
国
会
図
書
館
や
公
共
図
書
館
、
大
学
図
書
館
等
に

行
か
ず
と
も
利
用
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
へ
の
ニ
ー
ズ

が
研
究
者
、
学
生
等
の
個
人
か
ら
高
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
よ
り
多
く
の
国
民
に
本
サ
ー
ビ
ス
を
知
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
の
国
立
国
会
図
書
館
法
の
改
正
に
よ
り
、
有
償
等

の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
収
集
も
開
始
し
、
様
々
な
サ
ー
ビ

ス
が
始
ま
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
今
後
、
デ
ジ
タ
ル
分

野
で
国
立
国
会
図
書
館
が
重
点
的
に
取
り
組
も
う
と
し
て

い
る
内
容
に
つ
い
て
、
簡
単
に
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
国
立
国
会
図
書

館
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
二
〇
二
一
―
二
〇

二
五
を
策
定
し
、
二
〇
二
一
年
か
ら
五
年
間
を
デ
ジ
タ
ル

シ
フ
ト
の
推
進
期
間
と
位
置
付
け
ま
し
た
。
こ
の
ビ
ジ
ョ

ン
の
重
点
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
五
年
間
で
約
、
五

年
間
で
百
万
冊
以
上
の
所
蔵
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
実
施

す
る
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
資
料
に

つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
化
も
行
い
、
利
便
性
の
向
上

を
図
り
ま
す
。

　
ま
た
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
民
間
で
発
行
さ
れ
た

り
ま
す
。

○
吉
川
沙
織
君　
今
お
話
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
平
成

二
十
一
年
に
議
論
が
さ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
昨
日
の
議
運

理
事
会
に
お
い
て
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
本
日
の
図
書
館

運
営
小
委
員
会
に
も
速
記
を
付
し
、
会
議
録
を
公
表
す
る

こ
と
に
つ
い
て
全
会
派
が
合
意
い
た
し
ま
し
た
。

　
図
書
館
運
営
小
委
員
会
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
案
件
の
中

で
も
、
今
回
の
よ
う
に
特
に
法
律
の
改
正
に
関
す
る
件
に

つ
い
て
は
、
後
世
の
検
証
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
そ
の
経

過
や
議
論
の
内
容
を
会
議
録
に
残
す
必
要
が
あ
る
と
考
え

ま
す
。
今
後
の
法
改
正
に
お
い
て
、
今
回
同
様
に
小
委
員

会
の
会
議
録
を
作
成
、
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
前
向
き

な
判
断
が
な
さ
れ
、
そ
の
事
例
が
集
積
さ
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
い
ま
す
。

　
本
日
は
、
参
議
院
創
設
七
十
五
周
年
、
そ
の
日
で
す
。

本
院
に
議
席
を
預
か
る
者
の
一
人
と
し
て
感
慨
深
く
も
あ

り
ま
す
が
、
た
だ
、
現
状
を
見
る
に
つ
け
、
様
々
な
思
い

も
抱
え
て
い
ま
す
。

　
昨
日
、
国
立
国
会
図
書
館
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
記
念

と
な
る
画
期
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
個
人

向
け
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
送
信
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
っ
た
た
め

で
す
が
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
の
う
ち
、

絶
版
等
の
理
由
で
入
手
困
難
な
資
料
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

経
由
で
閲
覧
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
、
私
物
の
端
末
で
も
閲

覧
可
能
に
な
る
と
い
う
も
の
で
す
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
資
料
が
閲
覧
可
能
と
な
る
の
か
、
教
え
て
く
だ
さ

い
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
国
立
国
会
図
書

館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
提
供
し
て
い
る
資
料
の
う

ち
、
絶
版
等
の
理
由
で
入
手
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
資
料
が
対
象
で
あ
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
昭
和
四
十
三
年
、
一
九
六
八
年
ま
で
に

受
け
入
れ
た
図
書
等
約
五
十
五
万
点
、
明
治
期
以
降
に
発

行
さ
れ
た
雑
誌
の
う
ち
、
刊
行
後
五
年
以
上
経
過
し
た
も

の
で
商
業
出
版
さ
れ
て
い
な
い
も
の
約
八
十
二
万
点
な

質
疑
、
意
見
の
あ
る
方
は
順
次
御
発
言
願
い
ま
す
。

○
吉
川
沙
織
君　
立
憲
民
主
党
の
吉
川
沙
織
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　
今
、
館
長
か
ら
御
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

国
立
国
会
図
書
館
法
は
昭
和
二
十
三
年
制
定
法
で
あ
り
ま

す
。
今
日
ま
で
の
間
、
国
立
国
会
図
書
館
が
主
体
と
な
っ

て
図
書
館
法
が
改
正
さ
れ
た
回
数
に
つ
い
て
、
ま
ず
図
書

館
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
十
一
回
で
ご
ざ

い
ま
す
。

○
吉
川
沙
織
君　
こ
れ
ま
で
十
一
回
の
改
正
が
行
わ
れ
た

と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
院
の
図
書
館
運
営
小
委

員
会
に
お
い
て
審
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
会
議
録
が
残
っ
て

い
る
の
は
何
回
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
参
議
院
事
務
局
に
伺

い
ま
す
。

○
参
事（
大
蔵
誠
君
）　
第
百
七
十
一
回
国
会
、
平
成
二
十

一
年
七
月
二
日
の
図
書
館
運
営
小
委
員
会
、
国
会
図
書
館

法
第
十
次
改
正
の
際
で
す
が
、
の
一
回
に
つ
き
ま
し
て
は

会
議
録
は
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

○
吉
川
沙
織
君　
こ
れ
ま
で
図
書
館
が
主
体
と
な
っ
て
改

正
さ
れ
た
も
の
が
十
一
回
あ
っ
て
、
本
院
の
こ
の
図
書
館

運
営
小
委
員
会
で
会
議
録
が
残
っ
て
い
る
の
は
一
回
の
み

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
様
々
背
景
や
理
由
あ
る
と
思
い
ま

す
し
、
改
正
の
内
容
に
よ
っ
て
は
図
書
館
が
主
体
で
あ
っ

て
も
小
幅
な
も
の
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　
一
回
だ
け
会
議
録
が
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
参
議
院
事
務
局
に
お
伺
い
い
た
し
ま

す
。

○
参
事（
大
蔵
誠
君
）　
国
会
図
書
館
法
第
十
次
改
正
の

際
、
図
書
館
運
営
小
委
員
会
に
お
い
て
質
疑
を
行
う
に
当

た
り
、
議
運
の
理
事
間
で
御
協
議
い
た
だ
い
た
結
果
、
平

成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
の
議
運
の
理
事
会
合
意
に
基
づ

き
速
記
を
付
す
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
七
月
三

日
の
議
運
の
理
事
会
で
公
表
す
る
こ
と
に
つ
き
合
意
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
会
議
録
が
発
行
さ
れ
た
と
承
知
し
て
お
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ホ
の
ア
プ
リ
と
か
で
で
も
結
構
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て

お
っ
て
、
時
々
私
も
何
か
見
た
り
も
す
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
利
用
者
の
人
気
も
高
く
て
、
民
間
事
業
者
の
こ
れ
収

入
源
に
な
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。

　
こ
う
い
っ
た
も
の
が
今
度
収
集
対
象
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
、
民
間
の
こ
れ
は
事
業
に
影
響
出
な
い
の
か
な
と
い

う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う

に
運
用
し
て
い
く
の
か
、
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
有
償
等
の
オ
ン

ラ
イ
ン
資
料
の
制
度
収
集
に
当
た
り
、
出
版
関
係
者
を
含

む
委
員
か
ら
成
る
諮
問
機
関
で
あ
る
納
本
制
度
審
議
会
に

お
い
て
議
論
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
答
申
で

は
、
利
用
に
よ
る
経
済
的
損
失
に
つ
い
て
、
国
立
国
会
図

書
館
内
の
施
設
内
に
限
っ
た
閲
覧
及
び
著
作
権
法
で
認
め

ら
れ
た
範
囲
内
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
あ
れ
ば
補
償
を
要

し
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
当
館
に
お
け
る
利
用
提
供
は
民

業
圧
迫
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

○
東
徹
君　
と
い
う
こ
と
は
、
漫
画
と
か
に
つ
い
て
は
外

で
は
見
れ
な
い
と
、
国
立
国
会
図
書
館
の
中
で
し
か
見
れ

な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

理
解
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
以
上
で
質
問
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
小
委
員
長（
長
浜
博
行
君
）　
他
に
御
発
言
も
な
け
れ

ば
、
こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま
す
。

　
三
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
図
書
館
長
説
明
の
と
お
り
了

承
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
小
委
員
長（
長
浜
博
行
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ

よ
う
決
定
い
た
し
ま
す
。

　
本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
後
零
時
二
十
九
分
散
会

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

　
　
　
〔
参
照
〕

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
紙
の
書
籍
だ
と
国
会
図
書
館
の
収
集
の
代
わ
り
に
代
償

金
を
支
払
う
な
ど
一
定
の
経
費
が
掛
か
っ
て
き
ま
す
け
れ

ど
も
、
電
子
書
籍
等
の
収
集
が
こ
れ
追
加
さ
れ
た
場
合
、

追
加
で
必
要
と
な
る
経
費
、
そ
れ
か
ら
業
務
に
対
応
す
る

た
め
に
必
要
な
人
員
な
ど
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
見
込
ん

で
い
る
の
か
、
ま
ず
お
伺
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
有
償
又
は
技
術

的
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
収
集
に
際

し
て
は
金
銭
的
補
償
は
発
生
せ
ず
、
収
集
や
利
用
の
方
法

も
現
行
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
収
集
制
度
を
踏
襲
す
る
た

め
、
シ
ス
テ
ム
改
修
等
も
予
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
た

め
、
現
時
点
で
は
特
別
な
予
算
要
求
は
想
定
し
て
お
り
ま

せ
ん
。

　
ま
た
、
人
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
全

体
の
業
務
を
見
直
し
も
行
い
つ
つ
人
員
の
適
正
配
置
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
業
務
に
必
要
な
体
制
を
整
備
し
て

ま
い
り
ま
す
。

○
東
徹
君　
人
員
は
こ
れ
ま
で
も
増
や
し
て
き
て
お
り
ま

す
の
で
、
増
や
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
是
非
お
願
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
紙
の
書
籍
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
納
本
し
な
け
れ
ば
過
料

が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
電
子

書
籍
に
つ
い
て
は
こ
れ
過
料
を
検
討
す
る
の
か
ど
う
か
、

こ
の
点
も
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
オ
ン
ラ
イ
ン
資

料
は
対
象
資
料
の
網
羅
的
捕
捉
が
困
難
で
あ
り
、
罰
則
規

定
を
設
け
て
も
実
効
性
の
確
保
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
納
入
し
な
か
っ
た
場
合
に
過
料

な
ど
の
罰
則
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

○
東
徹
君　
今
回
の
有
償
か
つ
Ｄ
Ｒ
Ｍ
を
付
け
ら
れ
た
電

子
書
籍
等
の
中
に
は
、
こ
れ
漫
画
が
含
ま
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
が
、
今
回
追
加
で
収
集
対
象
と
な
る
こ
の
電
子

書
籍
、
こ
れ
が
約
六
割
ほ
ど
占
め
る
と
い
う
ふ
う
に
聞
い

て
お
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
漫
画
と
い
う
の
は
既
に
ス
マ
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月
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第
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